
 

長野工業高等専門学校オープンラボ設置規則 

 

制  定 令和６年４月 25 日 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，長野工業高等専門学校（以下「本校」という。）と民間企業等

が一定期間継続的に共同研究に取り組むことによって，社会貢献及び本校の教育研

究の進展と充実を図ることを目的として設置する長野高専オープンラボ（以下「オ

ープンラボ」という。）について，必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この規則において「オープンラボ」とは，本校と民間企業等との間で共同研

究を実施するため設置される研究組織であり，民間企業等から受け入れた経費によ

り運用されるものをいう。 

２ オープンラボは，本校の教員１名以上及び民間企業等に所属する者（以下「共同

研究実施者」という。）１名以上で構成するものとする。 

 

（名称） 

第３条 オープンラボには，次の各号に揚げるいずれかの名称を付することができ

る。 

（１） 共同研究における研究内容を示す名称 

（２） 民間企業等の名称が明らかとなるような名称 

（３） 前２号に掲げる名称を結合した名称 

 

（設置の申請） 

第４条 オープンラボの設置を希望する民間企業等は，校長に対して，申込書（別紙

様式１）及び概要書（別紙様式２）に共同研究申込書を添えて提出するものとす

る。 

 

（設置の条件） 

第５条 オープンラボの運用に要する経費として，民間企業等が本校に納付する共同

研究費用は，直接経費と間接経費の総額を２年間で700万円以上とする。 

２ オープンラボの設置期間は２年間とする。ただし，設置期間終了１か月前までに

本校とオープンラボの設置が承認された民間企業等（以下「当該民間企業等」とい

う。）双方が合意することにより，１年又は２年間の期間を定め延長することがで

きる。 

３ 前項による延長が認められた場合，延長期間の運用に要する費用は，本校と当該

民間企業等と協議の上決定する。 

４ 本校又は当該民間企業等から共同研究中止の申し出があり，相手方がそれに同意

した場合は，設置されたオープンラボを解消することができる。 



 

５ 前項の規定にかかわらず，当該民間企業等が本校の名誉若しくは信用等を侵害若

しくは毀損した場合又はオープンラボの継続を不適切と校長が認めた場合は，校長

はオープンラボの設置を取り消すことができる。 

６ 前２項により，オープンラボが解消又は設置が取り消された場合のすでに納入さ

れた運用に要する経費の扱いは第７条に記載の共同研究契約に基づくこととする。 

 

（設置の決定） 

第６条 校長は，第４条の申請があった場合は，本校内に設置する研究推進委員会の

意見を聴取した上，執行会議に諮るものとする。 

２ 校長は，前項の審議内容を参考に，オープンラボの設置の可否を決定し，その結

果を通知するものとする。 

３ 当該民間企業等は，共同研究費用を本校の指定する期日までに納入するものとす

る。ただし，校長が認めた場合，１年ごとの経費の納付をすることができるものと

する。 

 

（契約の締結等） 

第７条 本校と当該民間企業等は，独立行政法人国立高等専門学校機構共同研究実施

規則（平成16年機構規則第46号）に拠り共同研究契約を締結するものとする。 

 

（オープンラボの運用等） 

第８条 共同研究実施者は，オープンラボにおける研究に従事するほか，教育研究上

有益であると認められる場合は，オープンラボにおける研究の遂行に支障のない範

囲内において，本校教員の許可を得た上で，本校学生に対する助言及び指導補助を

行うことができる。 

２ 校長は，共同研究実施者に対して，客員教授等称号付与規則に基づき，客員教授

又は客員准教授の称号を付与することができる。 

３ 本校の学生は本校と守秘義務契約を締結した上で，指導教員の管理下において，

オープンラボの研究活動に参画することができる。 

 

（雑則） 

第９条 この規則に定めるもののほか，オープンラボに関して必要な事項は，別に定

める。 

 

附 則（令和６年４月25日 執行会議承認・制定） 

この規則は，令和６年４月25日から施行する。 



 

別紙様式１（第４条関係） 

 

長野高専オープンラボ（ 設置 ・ 延長 ）申込書 

 

 

年  月  日 

 

 

長野工業高等専門学校長 殿 

 

 

住   所             

名   称             

代表者氏名           印 

 

 

 

長野工業高等専門学校オープンラボ設置規則に従い，別紙様式２のとおり長野 

高専オープンラボの（ 設置 ・ 延長 ）について申し込みます。 

  



 

別紙様式２（第４条関係） 

 

長野高専オープンラボ設置に係る概要書（設置・延長） 

 

記入日：    年   月   日 

 

 

１．オープンラボ 

名称 

 

 

２．共同研究題目 
 

 

３．設置希望期間    年  月  日 ～  年  月  日 

４．経費負担額 

※間接経費は，直接経

費の３０％を計上し

てください。 

※分割納付を希望する

場合は，事前にご相

談願います。 

 

２年間分 

 

※延長の場合

（ ）年 

直接経費            円 

間接経費            円 

合  計            円 

５．民間企業等の 

研究代表者 

氏名 職名 所属 

   

６．長野高専の 

  研究担当者 

※欄が足りない場合は

適宜追加願います。 

氏名 職名 所属 

   

   

   

７．備考 

 


